
9- 6企業倫理.企業行動規範の浸透.定着状況をチェック.評価するo

4i基本的心構え.姿勢%+

コンプライアンスの徹底に向けて社内に構築した体制を有効に機能させるた
めl企業倫理.企業行動規範の浸透.定着状況を定斯的にチェック一評価し-
さらなる改善に向けて努力するo

t41具体的アクション.プランの例矛
くり各職場の責任者等が,職喝の行動規範遵守状況および企業倫理推進状況
等を企業倫理委貞会.担当部署等に定期的に報告する制度をつくるo

く21従業員の倫理意識,行動規範の遵守状況に関するアンケ-ト調査やヒア
リング調査を定期的に実施するo

く3う経営トップと従業員との意思疎通の円滑化を図るベく1社内懇談会等を
実施するo

く4 ,事業内容の専門化1高度化に伴う不正や不祥事発見の遅延防止のため-
部門間のより-層の交流を図り-企業行動に関し,相互牽制を行える体制
をつくるo

O部門閤会議の場で相互チェツクするo
令管理部門と現場部門の間での意見交換の場を拡大するo
命人事ロ-テ-ションを括発化するo

く5 1企業倫理監査く内部監査部門1監査役1第三者等1を実施し, 経営トップに
J報告するo

く61社会的なニ-ズ等を把握し,企業行動が社会的常識から逸脱したものと
ならないよう-企業行動に対する社外からのチェックを受けるo
O経営トップと有識者,消費者団体等との間で-意見交換のための定期的
な懇談会を実施するo

Cglお客様相談窓口等,消費者の声を経営に活かすシステムの設置.強化す
る.

e社外監査役,.社外取締役等によるチェックを実施するo
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